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国
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八
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則
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改
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令
和
六
年
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省
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定
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第
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五
十
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第
四
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定
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よ
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難
追
跡
装
置
又
は
航
空
機
用
救
命
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遭
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定
め
る
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航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命

無線機を装備しなければならない飛行機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由に

より同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備することが困難な型式のもの

及び当該飛行機が、同項の規定にかかわらず、同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命

無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示の一部を改正する告示 

 

航空法施行規則（昭和二十七年運輸省令第五十六号）第百五十条第四項の規定により同項に規定す

る遭難追跡装置又は航空機用救命無線機（以下「遭難追跡装置等」という。）を装備しなければなら

ない飛行機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により遭難追跡装置等を装備すること

が困難であるものは、次の表の左欄に掲げる型式の飛行機とし、当該型式の飛行機が遭難追跡装置等

を装備しなくてよい期間は、それぞれ同表の右欄に掲げる期間とする。 



 

 

型   式 期   間 

ボーイング式７３７―８型 令和７年１月１日から令和８年６月３０日まで 

ボーイング式７３７―８２００型 令和７年１月１日から令和８年６月３０日まで 

ボーイング式７３７―９型  令和７年１月１日から令和８年６月３０日まで 

ボーイング式７６７―３００Ｆ型  令和７年１月１日から令和８年６月３０日まで 

ボーイング式７７７―２００ＬＲ型 令和７年１月１日から令和８年６月３０日まで 

ボーイング式７７７―３００ＥＲ型  令和７年１月１日から令和８年６月３０日まで 

ボーイング式７７７Ｆ型  令和７年１月１日から令和８年６月３０日まで 

ボーイング式７８７―８型  令和７年１月１日から令和８年６月３０日まで 

ボーイング式７８７―９型 令和７年１月１日から令和８年６月３０日まで 

ボーイング式７８７―１０型 令和７年１月１日から令和８年６月３０日まで 

エアバス式Ａ３２０―２５１Ｎ型 令和７年１月１日から令和７年８月３１日まで 

エンブラエル式ＥＲＪ１９０―３００型 令和７年１月１日から令和７年８月３１日まで 

エンブラエル式ＥＲＪ１９０―４００型 令和７年１月１日から令和７年８月３１日まで 

 



 

 

附 

則
（
令
和
六
年
十
二
月
十
九
日
） 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
附 
則
（
令
和
七
年
八
月
八
日
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


